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行政推進部企画政策課

平成29年度広報かいせい掲載予定一覧 【記号の説明】★は連載記事（またはそれに準ずるもの）、*/5は1ページ5段の内訳

発行月 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号 1月号 2月号 3月号 4月号

テーマ スポーツ 地域福祉 健康づくり 平和 阿波おどり 廃棄物 子育て支援 農業振興 新年 健康づくり 高齢者福祉 定住促進

まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ まちからのおしらせ
①がん検診を受けよう（3/5)（保） ①災害時要援護者登録制度（3/5）(福) ①情報公開・個人情報保護・選挙人 ①町民活動応援事業決定(3/5)(自) ①下水道の日（3/5)(水) ①障がいスポーツ大会(3/5)(福) ①給不公表（3/5)(総) ① ①みなみ自治会設立(3/5)(自)

②あじさいまつり（2/5の1/2）(産) ②国保・後期制度改正（2/5の1/2）)(保) 　 名簿閲覧状況の公表(3/5)(総) ②あじさい・特定健診（2/5）(保) ② ②浄化槽の日（2/5)(環) ②地球温暖化防止月間（2/5） ② ②国保税改正(2/5)(保)

③高齢者実態調査結果（2/5の1/2）)（保） ②高額介護制度改正（2/5の1/2）(保) ③ ③

まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス まちかどトピックス
①開成駅東側第二公園時計設置(街)①端午の節句(産) ①美化キャンペーン（環) ①風鈴まつり報告(自) ①足柄上郡総合体育大会(自) ①文化祭（自） ①町内駅伝大会（自） ①表彰式・賀詞交換会（総） ①かながわ駅伝大会（自） ①足柄上一周駅伝（自）

②入園・入学式(教) ②男子ソフトボール(自) ②あじさいまつり報告(産) ②こども自転車県大会報告(防) ②自治会夏祭り(自) ②瀬戸屋敷秋の市（産） ②男女共同参画・人権講演会（自） ②消防出初式（防） ②瀬戸屋敷節分（産） ②

③消防団協議会設立総会(防) ③女子ソフトボール(自) ③KINJIRO（教） ③社会を明るくする運動(福) ③最高齢者訪問(福) ③全国障がい者スポーツ大会（福） ③宝くじ助成（自） ③軟式野球（自） ③町内バトミントン団体交流戦（自） ③

④町民活動応援事業報告(自) ④消防大会・団員募集（防） ④町内バスケット結果（自) ④町内ソフトボール(自) ④ ④町内バトミントン大会（自） ④ ④ ④ ④

⑤行政相談員・人権擁護委員(福) ⑤上原君世界へ（自） ⑤人権擁護委員(福) ⑤第17期健康普及員紹介（保） ⑤ ⑤赤十字奉仕団10周年表彰(保） ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑥災害時協定（福） ⑥交通指導隊（環） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企）

⑦おやこフェス（企） ⑦⑧未病見える化コーナー設置（保）

まちからのおしらせ
①丌法投棄禁止（3/5）(環)

②国保広域化(3/5)(保)

③

まちかどトピックス まちかどトピックス まちからのおしらせ
①納涼まつり（産） ①米栽培体験塾稲刈り（産） ①

②阿波おどり（産） ②弥一芋出荷式（産） ②

③防災訓練（防） ③スポ・レク（自） ③

④町内サッカー大会結果（自） ④

⑤ ⑤

○今月の一枚（★企） ○今月の一枚（★企）

（平成29年4月10日現在）

P20
表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

P18
町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（富士フイルム）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（クレシア）（★企）

P19

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

P17
クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

P16
表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

表紙の紹介（★企）
人口・ごみ・水道・納期
編集後記

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（日本建材）（★企）

P15

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（誕生・寄附）

図書室だより（★教）

文芸（俳句・短歌）（★企）
【広告2件】

P14
町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」(工場会ってなに？）（★
企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（トルク工業）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（エース）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（明治ゴム）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（南開工業）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（タマダイ）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（パナック工業）（★企）

町長の企業訪問「まち・ひと・し
ごと」（日本防蝕工業）（★企）

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

P13
クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

乳がん・子宮がん検診(保)

特派員特集
子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

P12
子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

子育てナビ（★保)
子育てカレンダー

クッキングコーナー(★保)
生き生きレポート（★企）

P9 児童虐待(子)

P10

平成28年度決算報告(財) 母子健康包括支援C(保)

P11

ブックスタート(教)

財政公表(財) 開成町と花 成人式（自） フォトコンテスト（産) 新庁舎建設(財)

調査隊

P7 特派員特集

P8
新自治会長紹介・

自治会加入促進（自）
財政公表(財)

ともに生きるかながわ
推進週間(福)

防災（感震ブレーカー）(防) 動物愛護週間(環) 平成28年度決算報告(財)

調査隊

子育て支援（子・保）

調査隊 開成町と花 調査隊

フォトコンテスト（産)

P6 特派員特集 調査隊 特派員特集 調査隊

食育（保）

介護・認知症・
地域サロン紹介（保）

ライフスタイル（企）

P5 特派員特集

ライフスタイル（企）

P3

P4
水辺スポーツ公園
パークゴルフ（自）

町内循環バス（福） 健康づくり・未病（保） 語り継ぐ記憶（福） 阿波おどり徹底解剖（産） ごみのゆくへ（環） 子育て支援（子・保）

ごみのゆくへ（環） 子育て支援（子・保） 開成町のお米（産）

新春対談
町長の企業訪問

「まち・ひと・しごと」
特別編（★企）

食育（保）
介護・認知症・

地域サロン紹介（保）

P2
水辺スポーツ公園
パークゴルフ（自）

町内循環バス（福） 健康づくり・未病（保） 語り継ぐ記憶（福） 阿波おどり徹底解剖（産）

特派員特集

開成町のお米（産）

新春対談
町長の企業訪問

「まち・ひと・しごと」
特別編（★企）



開成町ブランディングプロジェクトチームについて 

１ はじめに 

 開成町ブランディングプロジェクトチームでは、町制施行 60周年を契機に、町そのもののブランド

化を図るため、広報媒体のイメージの統一やあじさいちゃんを核にした開成町の PRに取り組んできま

した。 

  これまでのブランディングの取組みに加え、「田舎モダン」をコンセプトにしたブランディング戦略

をさらに効果的に推進するため、開成町ブランディングプロジェクトチームを引き続き設置します。 

２ ブランディングチームの役割 

  開成町ブランディングプロジェクトチームは、開成町のブランディング戦略を全庁横断的な体制で

推進するために設置します。 

  ブランド戦略をさらに効果的に推進するために、平成 28 年度に引き続き次の視点で平成 29 年度の

取組みを進めることとします。 

○町民との協働によるブランディングの推進、定住促進のためのシティープロモーション 

○ブランディング戦略の推進に関する人材育成 

○ブランディング戦略の見直し 

３ 平成 29年度の主な活動 

○開成町の魅力の町内外への発信 

   ・各種イベントや町外でのシティープロモーション 

   ・キャラクターイベントへの参加 

   ・町公式インスタグラム・facebookでの発信 

   ・定住促進イベントの企画 

○広報媒体のイメージの統一化 

   ・チラシ、ポスター等の広報媒体のイメージの統一 

○ブランディング戦略の見直し 

   ・町民の意見やこれまでの活動実績を踏まえた戦略の見直し 

４ 体制 

  全庁横断的な体制を構築するため所属のバランスを考慮します。 

 所   属 備 考 

リーダー 行政推進部企画政策課  

 

 

 

メンバー 

行政推進部企画政策課 広報広聴担当 

行政推進部総務課  

町民サービス部自治活動応援課  

町民サービス部環境防災課  

保健福祉部福祉課  

保健福祉部保険健康課  

まちづくり部上下水道課  

まちづくり部産業振興課 北部地域活性化担当 

教育委員会事務局教育総務課  

課 長 会 議 

（平成29年4月13日開催） 
行政推進部企画政策課 



 



平成 29 年４月 13 日 

課 長 会 議 資 料 

行政推進部総務課 

 

                                                   平成 29 年４月 13 日 

 

 各所属長 様 

 

副町長 小 澤  均  

 

 

平成 29 年度年次休暇の取得促進について（通知） 

 

 平成 29 年度における職員の年次休暇については、働き方改革の一環として、積極的に

年次休暇を取得することとし、一人 10 日間以上取得することを目標とします。 

また、春の大型連休（ゴールデンウイーク）に併せた年次休暇の取得が図られるよう、

４月 28 日（金）から５月８日（月）までの間を「年次休暇取得促進週間」と設定します。 

つきましては、各所属長は、所属内で業務の調整を行ったうえで、全所属職員が期間

中に１日以上の年次休暇を取得できるよう職場環境の整備に努めてください。 

また、毎週金曜日は、ＱＯＬフライデーと位置づけ、交代制で積極的に休暇を取得す

る日としますので、ご配慮ください。 

 

 

〔年次休暇取得促進週間及びＱＯＬフライデー〕 

 

１ 趣 旨 週休日及び休日と連続した年次休暇の取得により、職員が心身共に

充実した状態で、意欲と能力を十分に発揮できるための位置付け。 

働き方改革の一環として、毎週金曜日を交代制で休暇を取得する 

ようにする。 

   

２ 方 法 各所属において、年次休暇取得計画表を作成し、業務の調整を行っ

たうえで、全所属職員が期間中に１日以上の年次休暇を取得できる

ようにしてください。 

毎週金曜日については、できる限り残業をしないようにし、交代で 

休暇を取得するようご配慮ください。 

 

 

 

（事務担当は、総務課総務担当） 

 



17 日 

課 長 会 議 資 料   

行政推進部総務課  

 

平成 25 年 4 月 17 日 

課 長 会 議 資 料 

行政推進部総務課  

平成 29 年 4 月 13 日 

課 長 会 議 資 料 

行政推進部総務課 

 

平成 29 年４月 13 日 

 

職 員 各 位 

 

行 政 推 進 部 長 

 

「夏のワーキングスタイル」の実施について  

 

 今夏も地球温暖化防止対策、省エネルギー対策及び節電対策の一環として、

次の取組をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

 ●冷房温度は２８℃ 

   庁舎に限らず、町の施設全てを対象とします。（役場庁舎、町民セン

ター、保健センター、福祉会館、水辺スポーツ公園管理棟、瀬戸屋敷管

理棟）  

   各施設への周知及び施設内での利用者向けの周知は、所管課で対応を

お願いします。  

 ●軽装での執務 

   例年通り、ノーネクタイ、白系のブラウス、白系のポロシャツでの執

務を可とします。また、あじさいまつり期間中のあじさいちゃんＴシャ

ツや水道週間中のポロシャツ等についても、着用を可とします。その他

の軽装にあっては、社会常識を逸脱することのないよう、また来庁者に

不快な思いを抱かせないような節度のある服装としてください。  

    ※服装は、接遇の第一歩でもあります。着こなしも含め注意を払ってください。 

※なお、夏のワーキングスタイルにかかわらず、ジーンズ（素材を含む）での

執務は可としていません。  

 

 実施期間 

  ５月１日～１０月３１日  

 

 ※町で開催する会議等の出席者にも冷房温度の周知を行い、軽装での出席

を呼びかけるなどの配慮をお願いいたします。  



平成 29年度職員接遇力向上の取組について 

 

１ 【目的】 

本町職員の接遇力向上に関する取組は、これまで庁内研修及び派遣研修などの研修受

講を中心に個々の接遇力向上を図ってきました。 

 今後庁舎が新しくなるとともに接遇力を向上させていくことが、真に町民へのサービ

ス向上ひいては町民からの信頼向上につながるため、これまで以上の取組が求められて

います。 

このため、組織的な接遇力向上の仕組みを作り、継続的に取組を進めます。 

 

２ 【取組の基本方向】 

研修により、個々のスキルの向上及び担当マネージャー級が課（局、室）内での指導

的役割を図れるようにします。 

課内で担当マネージャー級がリーダー役を担い、接遇力向上に関する取組をします。 

町の接遇の現状を把握するため、窓口・電話の覆面調査を実施します。 

 

３ 【具体的取組】 

１ 接遇力向上推進プロジェクトチームの設置 

   取組を定期的に検討、実施、改善するために同チームを設置し、取組を進めます。

構成員は、各課（室）担当マネージャー級とし、併せて課（局、室）内で接遇力向上

のリーダーを担います。 

２ 課（局、室）内での継続的な取組 

  リーダー（担当マネージャー級）を中心に、課内で月１回打ち合わせを実施し、月

間の目標設定、取組状況などを話し合い、継続的にＰＤＣＡサイクルを回していきま

す。 

   各職員が取組シート（アクションプラン記入シートなど）を記載し、取組に活用し

ます。 

   各課（局、室）取組状況を、定期的にプロジェクトチームに報告し、今後の取組に

活用します。 

３ 接遇研修の実施、接遇研修への派遣 

   主査、担当マネージャー級に接遇指導者研修を実施（Ｈ27年度から継続） 

   採用２年目の職員～主任主事級職員に庁内で接遇研修を実施 

   市町村研修センターへ派遣研修を実施（新採用職員研修（接遇）、クレーム対応研修、

住民対応研修など） 

 

４ 【スケジュール】裏面 

 

課長会議資料 

平成 29年４月 13日 

行政推進部総務課 





























平成 29年 4月 13日 

課長会議資料 

自治活動応援課 

 

 

 

「開成町民活動応援事業」は、皆さまの町民活動を資金面で支援する

制度です。協働のまちづくりを進めるために、皆さまからの積極的な提案

をお待ちしています。 

 

 

（募集期間） 平成 29年 4月 3日（月） ～ 5月 1日（月） 

 

 

 

開成町民活動応援事業補助金（最高補助額） 

スタートアップコース（新規に申請する団体）  10万円 

ステップアップコース（助成実績のある団体）   5万円 

 

 

 

 

 
（問い合わせ） 

開成町 町民サービス部 自治活動応援課 

〒258－8502 足柄上郡開成町延沢７７３ 

電 話：0465（84）0315 

ＦＡＸ：0465（82）5234 

Ｅメール：jitika@town.kaisei.kanagawa.jp 

 

開成町民活動応援事業 

応募の手引き（平成 29年度） 
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１ 制度の目的  

 開成町民活動応援事業は、町民の皆さまが自発的・自主的に行う、公共の利益に寄与

する活動の活性化を図り、協働の町づくりを一層進めていくことを目的に、皆さまが企

画・立案し実施する事業に対して町が資金的な支援を行う制度です。 

※本制度は、平成 24 年度から開始し、平成 27 年度からは平成 29 年度までを時限と

した制度です。本年度は最終年度となります。 

 

２ 申請できる団体  

 開成町を中心に多くの町民皆さまの利益となる活動を行い、今後も継続する見込みの

ある３人以上の町民（本町に在学、在勤、在活動をする方を含む）で構成する、営利を

目的としない団体です。（法人格の有無は問いません。） 

 

３ 対象となる事業  

 地域が抱える課題の解決に向けて、団体が自発的かつ自主的に行う、新規に取り組む

事業で、不特定かつ多くの町民の利益となる事業が対象となります。 

 ただし、次の項目のいずれかに該当する事業は、この制度を活用できません。 

（１）営利を目的とする事業 

（２）宗教又は政治の普及を目的とする活動 

（３）特定の公職者（公職の候補者を含む）又は政党の支持又は反対を目的とする活動 

（４）特定少数の個人又は団体の利益のために行われる事業 

（５）開成町から他の補助金を受けている事業又は受ける予定の事業 

 

４ 補助金額  

 １事業につき、同一年度内に１回限り、スタートアップコース（新規に申請する団体）

は 10 万円、ステップアップコース（助成実績のある団体）は 5 万円を限度に補助を行

います。なお、同一事業においては、平成 29 年度まで継続して補助を受けることがで

きます。 

 

５ 補助対象経費  

 ○対象となる経費 

  事業を実施するために直接必要とする経費を対象とします。 

主な対象となる経費の例は、次のとおりです。 

項  目 補助対象となる経費（具体例） 

謝  礼 外部講師や指導者等へのお礼 

旅  費 
外部講師や指導者等の活動(会議を含む)場所までの交通費や宿泊

費の実費 等 

消耗品費 会議資料・パンフレット・ポスター等の用紙代、材料費 等 
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食 糧 費 
事業実施に必要不可欠と認められる食品材料費 

外部講師や指導者等への講演当日の飲食代 等 

印刷製本費 
募集案内やパンフレット・ポスター、事業報告書や事業に係る資料

のコピー費及び冊子作成のための印刷製本費 等 

通信運搬費 
募集案内や会議資料、備品等を送付するための切手代、送料・運搬

費用 等 

使用料及び賃借料 施設、会議室、機械・器具・備品等の賃借料やバス借上料 等 

保 険 料 
イベント等の来場者・参加者保険、外部講師・指導者が加入する損

害賠償保険料 等 

 

 ○対象とならない経費 

項   目 補助対象とならない経費（具体例） 

謝  礼 
団体会員が事業の講師を務める際の会員への謝礼 

支出先が明確でない図書カード等の金券 等 

旅  費 来場・参加者や実施者の交通費や宿泊費、出張先での食事代 等 

備品購入費 パソコン、プリンター、スタッフジャンパー 等 

食 糧 費 会議や講演会等の茶菓代、飲食代 等 

通信運搬費 
団体事務所等の電話回線料、インターネット接続経費、会員への通

知や会報等の郵送料 等 

使用料及び賃借料 団体事務所等の賃借料や光熱水費等の維持経費 等 

そ の 他 
活動の実施者(構成メンバー)の人件費やアルバイト賃金 

他の団体が開催する講演会の参加費 等 

 

６ 補助対象となる対象の期間  

 平成 29年度中（平成 29年 4月１日～平成 30年 3月 31日）に実施される事業が対象

となります。ただし、審査会開催日（平成 29年度は 5月 20日（土）開催予定）までの

間に終了する事業は対象とはなりません。 

 

７ 応募の方法  

 平成 29 年 5 月 1 日（月）までに、所定の申込様式に次の書類を添えて、自治活動応

援課へ直接お持ちください。 

 （１）開成町民活動応援事業申請書（第１号様式） 

 （２）団体の概要報告書（第２号様式） 

 （３）開成町民活動応援事業 補助対象事業計画書（第３号様式） 

 （４）開成町民活動応援事業 補助対象事業収支予算書（第４号様式） 

 （５）団体の定款又は規約、会則等 

 （６）構成員の名簿 

 （７）その他、必要に応じて町から提出をお願いする書類 
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 ○申込の様式は、役場１階自治活動応援課、福祉会館で配布しています。また、町ホ

ームページからもダウンロードできます。 

※町ホームページアドレス  http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/  

 

８ 応募に関する相談等 

 応募に関するご相談は、役場１階自治活動応援課でお受けします。事業の内容や応募

様式の記入方法等、随時、相談を受付けますので、お気軽にご連絡ください。 

 【お問合せ先】  町民サービス部自治活動応援課 

         （電 話）０４６５－８４－０３１５（直通） 

         （ＦＡＸ）０４６５－８２－５２３４ 

         （E-mail）jitika@town.kaisei.kanagawa.jp 

 

９ 事業の審査等 

 町民活動応援事業補助金を交付する事業は、町民活動に関する有識者等で構成する

「開成町民活動応援事業審査会」による審査・選考を経て決定します。 

 審査員は、書類審査及びヒアリングに基づき、事業の内容を総合的に審査し、採否の

決定をします。 

 ○審査の内容 

  審査会では、提出頂いた応募書類及び審査会の開催に合わせて実施する、応募者全

員による企画説明の内容等を総合的に評価し、審査基準に基づき、公平かつ厳正な審

査をします。 

 ○審査基準 

 （１）妥当性 事業の趣旨等が応募要件を満たしている。 

（２）公益性 事業の実施による効果等により、多くの町民が利益享受できる。 

 （３）自主性 事業の実施や社会貢献に対する意欲が強い。 

 （４）創造性 事業が新たな視点や発想から企画され、アイデアや工夫に富む。 

 （５）継続性 将来にわたり、事業が継続される可能性が高い。 

 （６）発展性 本制度を契機に、事業が発展・成長することが期待できる。 

 （７）事業実現性 実行可能な企画構成やスケジュール、予算で立案されている。 

 （８）費用対効果 対象経費の積算が適正で、補助金の用途が適当である。 

 ○事業ヒアリング 

  応募者全員に対して、事業の企画説明をお願いし、その内容等に基づき採択の審査

を行うとともに、補助金交付額の検討をします。 

  なお、企画説明会の開催日時や場所等の詳細につきましては、改めて応募者全員に

通知します。 

 ○審査結果 

  審査の結果につきましては、応募者全員に「開成町民活動応援事業審査結果通知書」

によりお知らせします。 
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10 補助金の交付 

補助金の対象事業として認定された団体には、改めて「開成町民活動応援事業補助金

交付申請書」を提出して頂き、その申請に基づき 7月末日を目途に補助金を交付します。 

※本補助制度は、平成 27年度から 2コース設定し、平成 29年度までの間に実施され

る事業を対象に支援をします。継続的に実施する同一事業については、平成 27 年度

から最大 3年間において支援を受けることができます。 

 

11 情報公開、情報提供及び個人情報の取扱い 

「開成町民活動応援事業」の公平性、公正性、透明性を確保するとともに、本町の町

民活動を充実させるため、応募書類、決定通知、実績報告書その他の補助制度に関する

書類は、原則として公表します。 

 

12 実績報告書の提出 

 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後 60日以内または 4月 10日のいずれか早い

日までに、開成町民活動応援事業実績報告書（第 11 号様式）に、次の書類を添えて提

出してください。 

（１）開成町民活動応援事業 補助対象事業収支決算書（第 12号様式） 

（２）領収書の写し（宛名のないレシートのみは不可） 

（３）その他（事業内容が把握できる資料：写真等） 

 ※提出された実績報告書等に基づき交付した補助金額を確定しますが、事業終了後、

実際の支出額が補助決定額よりも少ない場合や、事業計画どおりに実施されなかった

場合、領収書等の書類に不備があった場合等には、その差額を返還して頂きます。 

 ※領収書等は収支決算書の内容を証明するものです。宛名、日付、内容（単価・数量

等）、金額などの明細が判るものを提出してください。） 

 

13 事業実績報告 

 補助金の交付を受けた団体は、広報紙への事業内容の掲載や事業報告会での成果報告

等、町民の皆さまに向けた本事業の周知等にご協力を頂く場合があります。 

 

14 町民活動応援事業補助金の年間スケジュール（平成 29年度） 

募集開始（4月 3日） ⇒ 応募締切（5月 1日） ⇒ 審査会（5月 20日開催予定） 

 

⇒ 交付決定通知書の送付（6月上旪） ⇒ 補助金の交付（6月末日目途） ⇒ 

 

実績報告書の提出期限（平成 30年 3月中旪） ⇒ 事業実績報告 

（広報紙の掲載・事業報告会（3月下旪）の開催等） 
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平成２９年度の国民健康保険制度改正について 

 

 

平成２９年度税制改正により町国保税条例の改正が必要になります。 

 

 

（国民健康保険税） 

１．国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとす 

る。（地方税法第７０３条の５、地方税法施行令５６条の８９の改正） 

 

（１）５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数 

に乗ずべき金額を２７万円（現行：２６．５万円）に引き上げる。 

 

（２）２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数 

に乗ずべき金額を４９万円（現行：４８万円）に引き上げる。 

 

今後の予定 

  〇開成町国民健康保険税条例の一部改正（５月中） 

  ○開成町国民健康保険税本算定    （６月 ） 

 

 

 

 

 内容は裏面のとおり。 

 

 

 

 

 

平成29年 4月13日

課 長 会 議 資 料    

保 険 健 康 課 
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平成２９年度の国民健康保険制度改正について 

（地方税法施行令等の改正について） 

 

 

１．国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げについて 

  保険税の５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、乗ず

る金額が２６．５万円から２７万円に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判

定所得の算定において、乗ずる金額が４８万円から４９万円に引き上げられ

ました。 

 

【現行】 

区 分  世帯の合計所得（世帯主と国保加入者と旧国保被保険者） 

７割軽減 ３３万円以下 

５割軽減 
３３万円＋（２６万５千円×国保加入者数と旧国保被保険者数の

合計数）以下 

２割軽減 
３３万円＋（４８万円×国保加入者数と旧国保被保険者数の合計

数）以下 

 

 

【改正】 

区 分 世帯の合計所得（世帯主と国保加入者と旧国保被保険者） 

７割軽減 ３３万円以下 

５割軽減 
３３万円＋（２７万円×国保加入者数と旧国保被保険者数の合計

数）以下 

２割軽減 
３３万円＋（４９万円×国保加入者数と旧国保被保険者数の合計

数）以下 

 

 

＊ 旧国保被保険者とは、国保に加入していて平成２０年４月以降、後期高齢

者医療へ移行した人をいいます。 



   

平成２８年度 開成町土曜学校「あじさい塾」について 

○講 評 

・平成２８年度は、全１８回を企画して実施したが、結果として実施した回数は 

１５回となった。 

 ・年度当初に児童生徒に年間プログラムを配布して周知を行っていたにもかかわら

ず、講師との調整不足から実施にいたらなかった講座もあり、準備不足があった。 

 ・講座の内容において運営側と講師側の意思疎通や思いの相違があり、講座の実施

に際して十分に連携が図れなかった講座があった。 

 ・講座の開催日については、年度当初で学校行事、町行事のない土曜日に設定して

いたが、年度途中で組み込まれる事業や、他団体等で同じような内容で実施され

る事業などとの重複もあったことから、今後は十分に調整を図る必要がある。 

 ・協働での実施としては、「認知症をしっかり知ろう！」では保険健康課と社協と、

「もう一つの言語 手話」全２回では、社協の協力を得て実施することができた。 

・次年度は、オール開成での実施に向けて更に多くの課等と連携して実施していく。 

 ・参加人数に関しては、想定人数に達しない講座が多くあった一方、講座内容によ

り人数制限をし、参加を断る講座もいくつかあった。 

 ・当初の予想では、小学校高学年の参加が多いと見込んでいたが、実際には高学年

はスポーツ団体、習い事があり参加は少なく、低学年の参加あるいは、低学年の

親子参加が多く見受けられた。 

 ・参加者が少ないことについては、講師から不満の声もあがったが、少人数で楽し

く子どもたちと分かり合えたとの意見もいただいており、講座の内容により少人

数で実施することにより、子どもたちにとってもプラス要素となるので、考慮し

ていきたい。 

 ・講座の内容については、講座を開催したい側と子どもたちが参加したいと思う講

座に相違があったことから、次年度のプログラム作成には、子どもたちの意見を

生かしていきたい。 

 ・参加した子どもたちの意見を総評すると、新しいことが学べ、学校間や異学年の

子どもたちとの交流もでき、また参加したいと前向きな意見が多数を占めている

ことから、事業の目的である学習意欲の向上には達していないものの、一定の成

果は上がったものと考える。 

 ・人を思いやる心の醸成、礼に始まり、礼で終わるを合言葉に、次年度につなげて

いく。 

                          【平成２８年３月末作成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年４月 13日（木） 

課長会議資料 

教育委員会 教育総務課 



平成２９年度 開成町土曜学校「あじさい塾」開催予定について 

 

 

開成町土曜学校「あじさい塾」 

  昨年度スタートした「あじさい塾」は、昨年度実施した結果、参加した子どもた

ちのアンケートを基にメニューを組み立てて実施します。 

  年度当初に１年間分を予定するのではなく、学期ごとに区切り予定を組み対象と

なる子どもたちへの案内、募集をしていきます。 

 

１学期（第１回～第４回） 
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開成町土曜学校「あじさい塾」 

  昨年度スタートした「あじさい塾」は、昨年度実施した結果、参加した子どもた

ちのアンケートを基にメニューを組み立てて実施します。 

  年度当初に１年間分を予定するのではなく、学期ごとに区切り予定を組み対象と

なる子どもたちへの案内、募集をしていきます。 

 

１学期（第１回～第４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期（第５回～第８回） 

 ３学期（第９回～第１２回） 

※２学期以降については、各課とのコラボなどにより、実施回数を限定する 

 ものではありません。 

 

今後予定しているメニュー（案） 

○キャリア教育 ○親子で凧づくり ○親子料理教室 ○手話を学ぶ 

○郷土を知る（オリエンテーリング） ○手仕事を学ぶ ○認知症を知ろう 

○体を知る（スポーツ体験） ○吊るし雛づくり ○ラジオを作ろう 

 

第１回 ５月１３日（土） 

日本の伝統「折り紙」で、 

恐竜を作ろう！ 

 

第２回 ６月２４日（土）未定 

 磯の生き物の生態を知ろう！ 

三ツ石海岸「磯の観察」 

第４回 ７月２２日（土） 

 昔の生活をしのぶ 

「小田原提灯づくり」 

第３回 ７月１日（土） 

 お茶は日本のこころ 

「おいしいぞ 足柄茶」 

 



開成町立園・学校の園児児童生徒数（４月５日現在）

クラス数 人数 クラス数 人数

年少 ３クラス ８６名 ３クラス ８３名

年長 ３クラス ９４名 ３クラス ８９名

計 ６クラス １８０名 ６クラス １７２名

クラス数 人数 クラス数 人数 クラス数 人数 クラス数 人数 H２８．４ H２９．４

１年 ３クラス ７６名 ２クラス ６８名 ３クラス ９９名 ４クラス １２１名 １７５名 １８９名

２年 ３クラス ７９名 ３クラス ７７名 ３クラス ８９名 ３クラス １００名 １６８名 １７７名

３年 ２クラス ７５名 ２クラス ８０名 ３クラス ９９名 ３クラス ９０名 １７４名 １７０名

４年 ２クラス ６７名 ２クラス ７５名 ３クラス １０５名 ３クラス １０２名 １７２名 １７７名

５年 ３クラス ８１名 ２クラス ６８名 ３クラス １０１名 ３クラス １０３名 １８２名 １７１名

６年 ３クラス ９０名 ３クラス ８２名 ３クラス ８９名 ３クラス １０３名 １７９名 １８５名

特別支援 ２クラス １２名 ２クラス １０名 ２クラス ５名 ３クラス ６名 １７名 １６名

計 １８クラス ４８０名 １６クラス ４６０名 ２０クラス ５８７名 ２２クラス ６２５名 １，０６７名 １，０８５名

クラス数 人数 クラス数 人数

１年 ５クラス １６４名 ５クラス １７０名

２年 ５クラス １８３名 ５クラス １６４名

３年 ５クラス １６８名 ５クラス １８４名

特別支援 ２クラス ３名 ２クラス ５名

計 １７クラス ５１８名 １７クラス ５２３名

開成幼稚園　　住所：牛島３３６
　　　　　　　　　TEL ８２－４２４７

幼稚園

H２８．４ H２９．４

園長：井上義文　園務主任：小林雅子

合計人数

小学校

中学校

文命中学校　　住所：吉田島１８０５
　　　　　　　　　TEL ８３－１３８６

H２８．４ H２９．４

H２８．４ H２９．４

開成小学校　　住所：延沢６２５
　　　　　　　　　TEL ８３－１６１６

開成南小学校　　住所：みなみ2-2-1
　　　　　　　　　TEL ８３－２２５０

H２８．４ H２９．４

校長：山﨑恵美子　教頭：津田将美 校長：佐藤裕　教頭：三宅美子

校長：根津憲一　教頭：石塚智久

平成２９年４月１３日（木） 

課長会議資料 

教育委員会 教育総務課 



 

開成町通学路図 H29.4 

開成小学校 

開成南小学校 

文命中学校 

対象：開成小学校・開成南小学校・文命中学校 

※通学路：子どもたちは、この道に合流して通学します。 

 ※文命中学校については、推奨する道として指定しています。 

※開成南小学校は、H29.4 月に見直しを行っています。 



１．町内施設の状況

うち
町内在住

うち
町外在住

酒田保育園 5 20 32 37 42 38 174 157 17 150

酒田保育園上島分園 1 8 11 20 19 1 30

酒田みずのべ保育園 5 16 18 21 20 23 103 90 13 100

【新】酒田みなみの保育園 5 23 16 17 16 6 83 63 20 90

計 16 67 77 75 78 67 380 329 51 370

２．町外施設への措置状況

　 町内在住児童のうち、保護者の希望により次のとおり町外施設に入所しています。

施設所在地 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

小田原市内 0 1 3 1 3 4 12

南足柄市内 0 2 4 1 5 6 18

秦野市内 0 0 0 0 0 1 1

中井町内 0 0 0 0 0 1 1

松田町内 0 0 0 0 1 0 1

山北町内 0 0 2 0 0 0 2

計 0 3 9 2 9 12 35

定員

(単位：人）

平成29年度当初における認可保育所の入所状況について

  子育て世帯の定住促進と待機児童の解消を図るため、新たな民間保育所の設置を支

援し「酒田みなみの保育園」が開園しました。

  平成29年4月1日現在の保育所入所児童数は次のとおりです。

　なお、この結果、待機児童は解消しています。

3歳 4歳 5歳 計施設名称 0歳 1歳 2歳

1施設（私立1）

2施設（公立2）

備　　考

(単位：人）

8施設（公立1,私立7）

5施設（公立1,私立4）

1施設（私立1）

1施設（私立1）

平 成 29 年 4 月 13 日

課 長 会 議 資 料

子ども・子育て支援室


